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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体に記録・再生処理を行う記録再生手段と、
　前記情報記録媒体を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段を駆動する駆動モータと、
　受光素子、および、前記受光素子の検出信号に基づいて前記情報記録媒体の位置を検出
し、前記駆動モータを制御して前記搬送手段を制御して前記情報記録媒体の搬送処理およ
び前記情報記録媒体へ信号処理を行う制御処理手段を含む、安定した電源電圧を必要とす
る第１の電子回路と、
　前記受光素子と光学的結合された発光素子を含む、前記安定した電源電圧を要求しない
第２の電子回路と、
　を有し、
　前記第１の電子回路と前記第２の電子回路への給電系統を分離して構成され、
　前記安定した電源電圧を要求する第１の電子回路には、安定した電圧を供給する第１の
電源から給電され、
　前記安定した電源電圧を要求しない第２の電子回路には、前記第２の電子回路が動作可
能な電圧を給電する第２の電源から給電される、
　ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置。
【請求項２】
　前記発光素子および受光素子として、複数の光学的結合された発光素子と受光素子との
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対を有し、
　前記第２の電子回路は、前記複数の光学素子を直列に接続した回路を有する、
　請求項１に記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項３】
　前記第２の電源は当該情報記録媒体処理装置の外部から供給される外部電源であり、
　前記制御処理手段は、
　　前記外部電源の電圧を測定し、
　　前記測定した外部電源の電圧と、事前に得られた前記外部電源の電圧変化に応じて変
化する前記発光素子の特性変化に応じて対応する受光素子の検出信号を修正する修正係数
を用いて前記受光素子の検出信号を修正し、
　　当該修正した受光素子の検出信号の値を用いて前記発光素子と受光素子の間の光学的
結合状態を判断する、
　ことを特徴とする、
　請求項２に記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項４】
　前記制御処理手段は、前記光学的結合状態の判断として、
　　前記修正した受光素子の検出信号の値が第１の閾値以上のとき前記受光素子が正常に
受光していると判断し、
　　前記修正した受光素子の検出信号の値が第２の閾値以下のとき、前記受光素子が正常
に受光していないと判断する、
　請求項３に記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項５】
　前記第１の閾値は前記第２の閾値より大きい、
　請求項４に記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項６】
　前記修正係数は、前記各発光素子について、前記外部電源の電圧が前記発光素子の下限
動作電圧～通常動作電圧の範囲にあるときの第１の修正係数と、前記外部電源の電圧が前
記発光素子の通常動作電圧～上限動作電圧の範囲にあるときの第２の修正係数を含み、
　前記制御処理手段は、
　　前記外部電源の電圧を測定し、
　　前記測定した外部電源の電圧が前記発光素子の下限動作電圧～通常動作電圧の範囲に
あるとき、前記各受光素子の検出値を前記第の１の修正係数を用いて修正し、
　　前記測定した外部電源の電圧が前記発光素子の通常動作電圧～上限動作電圧の範囲に
あるとき、前記各受光素子の検出値を前記第の２の修正係数を用いて修正し、
　　当該修正した値が第１の閾値以上のとき、前記各受光素子が正常に受光していると判
断し、
　　当該修正した値が第２の閾値以下のとき、前記各受光素子が正常に受光していないと
判断する、
　請求項３～５のいずれかに記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項７】
　前記発光素子は発光ダイオードであり、
　前記受光素子はフォトダイオードである、
　請求項１～６のいずれかに記載の情報記録媒体処理装置。
【請求項８】
　情報記録媒体の搬送位置検出に使用する発光素子が外部電源によって駆動される情報記
録媒体処理装置における信号処理方法であって、
　前記外部電源の電圧を測定し、
　事前に求めた、前記外部電源の電圧変化に応じて変化する前記発光素子の特性変化を示
す対応する受光素子の検出信号を修正するための修正係数と、前記測定した外部電圧の電
圧を用いて前記対応する受光素子の検出信号を修正し、
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　当該修正した値を用いて前記発光素子と前記受光素子の光学的結合状態を判断する、
　ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置における信号処理方法。
【請求項９】
　前記結合状態の判断として、
　前記修正した値が第１の閾値以上のとき、前記受光素子が正常に受光していると判断し
、
　前記修正した値が第２の閾値以下のとき、前記受光素子に正常に受光していないと判断
する、
　請求項８に記載の信号処理方法。
【請求項１０】
　前記第１の閾値は前記第２の閾値より大きい、
　請求項９に記載の信号処理方法。
【請求項１１】
　前記発光素子として、複数の発光素子を有し、
　前記受光素子として、前記複数の発光素子に対応して配設された複数の受光素子を有し
、
　前記複数の発光素子は直列に接続され、さらに抵抗器が接続されており、
　前記修正係数は、各発光素子について、前記外部電源の電圧が前記発光素子の下限動作
電圧～通常動作電圧の範囲にあるときの第１の修正係数と、前記外部電源の電圧が前記発
光素子の通常動作電圧～上限動作電圧の範囲にあるときの第２の修正係数を含み、
　前記外部電源の電圧を測定し、
　前記測定した外部電源の電圧が前記発光素子の下限動作電圧～通常動作電圧の範囲にあ
るとき、前記各受光素子の検出値を前記第の１の修正係数を用いて修正し、
　前記測定した外部電源の電圧が前記発光素子の通常動作電圧～上限動作電圧の範囲にあ
るとき、前記各受光素子の検出値を前記第の２の修正係数を用いて修正し、
　当該修正した値が第１の閾値以上のとき、前記各受光素子が正常に受光していると判断
し、
　当該修正した値が第２の閾値以下のとき、前記各受光素子が正常に受光していないと判
断する、
　請求項１０に記載の信号処理方法。
【請求項１２】
　情報記録媒体に記録・再生処理を行う記録再生手段と、
　前記情報記録媒体を搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段を駆動する駆動モータと、
　前記情報記録媒体の搬送位置を検知するため、前記情報記録媒体の搬送経路を挟んで対
向して配設され、光学的結合された発光素子と受光素子を有する、位置検出手段と、
　前記駆動モータを制御し、前記受光素子の検出信号に基づいて前記情報記録媒体の位置
を検出し、前記情報記録媒体について信号処理を行う、制御処理手段と
　を備え、
　前記発光素子は外部電源によって駆動され、
　前記制御処理手段は、
　　前記外部電源の電圧を測定し、
　　前記測定した外部電源と、事前に得られた前記外部電源の変化に応じて変化する前記
発光素子の特性変化に応じて対応する受光素子の検出信号を修正する修正係数を用いて、
前記受光素子の検出信号を修正し、
　　当該修正した受光素子の検出信号の値を用いて前記発光素子と受光素子の間の光学的
結合状態を判断する、
　ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、情報記録媒体、たとえば、クレジットカード、銀行カードなどを用いて認証
処理、データ更新などの信号処理を行う、たとえば、カードリーダなどの情報記録媒体処
理装置に関する。
　本発明はさらに情報記録媒体処理装置における信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報記録媒体処理装置としてカードリーダを例示し、情報記録媒体としてカードリーダ
で使用する銀行カードを例示して述べる。
　たとえば、特許文献１（特開２００９－３１８９０号公報）は、銀行カードの認証処理
、課金処理などの信号処理などに利用されているカードリーダを開示している。
　特許文献１に開示されているカードリーダには、信号処理用のコンピュータ、銀行カー
ドの搬送位置を検出する搬送路センサを構成する発光素子と受光素子などの各種の電子回
路、銀行カードを搬送するローラを駆動するモータなどが内蔵されている。
【０００３】
　上述した、コンピュータ、各種の電子回路、モータなどを駆動するため、カードリーダ
には、たとえば、特許文献１の図８に図解されている電源系統が設けられている。
　電源系統は、この例示においては、各種の電子回路に所望の電圧を給電するための電源
電圧変換回路と、モータ給電回路と設けられている。モータ給電回路は、外部電源が停電
になったときでもカードリーダに装荷されているカードをカードリーダ外に排出するため
にモータを駆動するため、バックアップコンデンサと、このバックアップコンデンサの電
圧の低下を補いモータを駆動可能とする電圧昇圧回路とで構成されている。
【０００４】
　上記電源電圧変換回路は、特許文献１には代表して１個を例示しているが、複数の電源
電圧変換回路が設けられる場合が多い。その理由は、たとえば、上述したコンピュータ、
各種の電子回路は駆動電圧が異なることから、それらに駆動電圧に応じた安定した電圧を
供給するため、複数の電源電圧変換回路が設けられている。また、たとえば、１台の電源
電圧変換回路を用いると大型化する、および、負荷分散の観点から、適正な規模の複数の
電源電圧変換回路が設けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－３１８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、カードリーダに複数の電源電圧変換回路を設けると、たとえば、下記
に例示する問題に遭遇する。
　（１）安定した所望の電圧を給電するための電源電圧変換回路としては、通常、ＤＣ－
ＤＣコンバータなどの高価格のスイッチング電源を用いる場合が多く、多数の電源電圧変
換回路を設けるとカードリーダの価格が高騰する。
　（２）カードリーダ内に多数の電源電圧変換回路を収容することはスペースおよび／ま
たは電源電圧変換回路の放熱対策などの観点から困難になる場合が多い。あるいは、カー
ドリーダの小型化が困難になる。
　（３）スイッチング電源は、高周波のスイッチングノイズを発生するから、カードリー
ダ内に多数のスイッチング電源を設けると、それらのスイッチング電源の近傍のコンピュ
ータ、電子回路などの動作に影響を及ぼす可能性が大きくなる。そのため、ノイズ対策な
どを厄介な対策を講ずる必要がでてくる。
【０００７】
　かかる観点から、カードリーダ内の電源系統を簡素化し、高価格の電源電圧変換回路の
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数を少なくすることが望まれている。
　しかしながら、電源の安定性が低下すると、カードリーダ内の各種の電子回路の動作が
不安定になる。そこで、さらに、上述した電源系統の簡素化、低価格化を図りながら、電
源の不安定であっても、支障なく、カードリーダを動作を遂行することが求められる。
【０００８】
　以上、情報記録媒体処理装置として、カードリーダを例示して述べたが、カードリーダ
以外の他の情報記録媒体処理装置についても、上記同様の課題に遭遇している。
【０００９】
　本発明は上述した課題を克服することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　基本思想
　上記要望を達成するため、本願発明者は、カードリーダなどの情報記録媒体処理装置内
には、安定した電圧を必要とする第１の電子回路と、上記安定した電圧を要求しない第２
の電子回路とが存在することを見出し、そのような電子回路の電源電圧の安定度に応じた
電源を選択して配設するという構想を得た。
　安定した電圧を必要とする第１の電子回路には、安定した電圧を供給する第１の電源を
使用する。第１の電源としては、たとえば、高周波で高精度のスイッチング動作を行うス
イッチング電源、たとえば、安定度の高いＤＣ－ＤＣコンバータを用いる。
　他方、上記安定した電圧を要求しない第２の電子回路に給電する第２の電源は、たとえ
ば、第１の電源より低周波のスイッチング動作を行うスイッチング電源、たとえば、ＤＣ
－ＤＣコンバータ、あるいは、外部電源そのものを使用することができる。その結果、価
格的に有利となる。高周波ノイズも少ない。
【００１１】
　カードリーダなどの情報記録媒体処理装置において、安定した電圧を必要とする第１の
電子回路としては、たとえば、コンピュータの演算処理部、記憶手段、および、ＡＤ変換
器などが該当する。
　他方、情報記録媒体処理装置において、上記安定した電圧を要求しない第２の電子回路
としては、たとえば、搬送路センサを構成する発光素子（たとえば、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ））を複数直列に接続したＬＥＤ直列回路がある。
　すなわち、情報記録媒体処理装置には、情報記録媒体処理装置内の情報記録媒体（カー
ド）の搬送位置を検出するため、情報記録媒体の搬送路に沿って複数の搬送路センサが設
けられている。各搬送路センサは、搬送路を挟んで対向して配設された１対の発光素子（
たとえば、ＬＥＤ）と受光素子（たとえば、フォトダイオード（ＰＤ））とで構成されて
いる。
【００１２】
　したがって、本発明によれば、情報記録媒体に記録・再生処理を行う記録再生手段と、
前記情報記録媒体を搬送する搬送手段と、前記搬送手段を駆動する駆動モータと、受光素
子、および、前記受光素子の検出信号に基づいて前記情報記録媒体の位置を検出し、前記
駆動モータを制御して前記搬送手段を制御して前記情報記録媒体の搬送処理および前記情
報記録媒体へ信号処理を行う制御処理手段を含む、安定した電源電圧を必要とする第１の
電子回路と、前記受光素子と光学的結合された発光素子を含む、前記安定した電源電圧を
要求しない第２の電子回路とを有し、
　前記第１の電子回路と前記第２の電子回路への給電系統を分離して構成され、
　前記安定した電源電圧を要求する第１の電子回路には、安定した電圧を供給する第１の
電源から給電され、
　前記安定した電源電圧を要求しない第２の電子回路には、前記第２の電子回路が動作可
能な電圧を給電する第２の電源から給電される、
　ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置が提供される。
【００１３】
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　したがって、本発明によれば、情報記録媒体に記録・再生を行う記録再生手段と、前記
情報記録媒体を搬送する搬送手段と、前記搬送手段を駆動する駆動モータと、前記駆動モ
ータを制御して前記搬送手段を制御して前記情報記録媒体の搬送処理および前記情報記録
媒体へ信号処理を行う制御処理手段を含む、安定した電源電圧を必要とする第１の電子回
路と、光学的結合された発光素子と受光素子を有し、前記記録再生手段の動作確認または
前記情報記録媒体の位置を検出する検出手段の発光素子を含む、前記安定した電源電圧を
要求しない第２の電子回路とを有し、
　前記第１の電子回路と前記第２の電子回路との給電系統は分離して構成され、
　前記安定した電源電圧を要求する第１の電子回路には、安定した電圧を供給する第１の
電源から給電され、前記安定した電源電圧を要求しない第２の電子回路には、前記第２の
電子回路が動作可能な電圧を給電する第２の電源から給電される、
　ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置が提供される。
【００１４】
　好ましくは、上記第２の電源として、当該情報記録媒体処理装置の外部から供給される
外部電源であることが、価格、スペース、放熱対策など、各種の観点から望ましい。
【００１５】
　ところが、上記外部電源は大きく電圧が変動する可能性が高く、それに伴い上記安定し
た電圧をさほど要求しない第２の電子回路の動作が不安定になる可能性がある。
　たとえば、後述するように、その電圧変動が、非線形特性を示す発光素子（たとえば、
ＬＥＤ）の安定な駆動電圧の範囲を逸脱する可能性がある。それに伴い、対応する受光素
子（たとえば、フォトダイオード（ＰＤ））の検出値も大きく変動する可能がある。
　そこで、本発明においては、制御処理手段により、発光素子の回路（たとえば、ＬＥＤ
直列回路）への印加電圧に応じて、ＬＥＤに対応する受光素子（たとえば、フォトダイオ
ード）の検出信号を修正することとした。修正係数は事前に求めておき、記憶手段に記憶
しておく。
【００１６】
　したがって、本発明の情報記録媒体処理装置のさらに好ましい形態によれば、
　上記安定した電圧を要求しない第２の電子回路に含まれる、搬送センサを構成する発光
素子を外部電源によって駆動することとし、
　前記制御処理手段は、
　　前記外部電源の電圧を検出し、
　　事前に得られた、前記外部電源の電圧変化に応じて変化する前記発光素子の特性変化
に応じて対応する受光素子の検出信号を修正する修正係数を用いて、当該発光素子に対応
する受光素子の検出信号を修正し、
　　当該修正した値を用いて前記発光素子と対応する受光素子の光学的結合状態を識別す
る、ことを特徴とする、情報記録媒体処理装置が提供される。
【００１７】
　また本発明によれば、情報記録媒体の搬送位置検出に使用する半導体発光素子が外部電
源によって駆動される情報記録媒体処理装置における信号処理方法であって、
　事前に求めた、前記外部電源の変化に応じて変化する前記発光素子の特性変化に応じて
対応する受光素子の検出信号を修正する修正係数を用いて受光素子の検出信号を修正し、
　当該修正した値を用いて前記発光素子と前記受光素子の光学的結合状態を識別する、
　ことを特徴とする情報記録媒体処理装置における信号処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、情報記録媒体処理装置の電源系統を低価格、簡素な構成とすることが
できる。
【００１９】
　また本発明によれば、上記発光素子を外部電源によって駆動した場合でも、外部電源の
電圧変動に対応した処理により、たとえば、外部電源の電圧に応じた発光素子の特性変化
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に応じて対応する受光素子の検出信号を修正する修正係数で受光素子の検出信号を修正す
ることにより、外部電源の電圧変動に対応した受光素子の検出信号を得ることができるの
で、外部電源の変動の影響を受けない位置検出処理が可能となる。その結果、外部電源の
電圧が変動しても、情報記録媒体処理装置が安定した処理を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の情報記録媒体処理装置の実施の形態としてのカードリーダの機構部の１
例を示す図であり、図１（Ａ）はカードリーダの内部平面図であり、図１（Ｂ）は断面図
であり、図１（Ｃ）はゲート口から見たカードリーダの正面図である。
【図２】本発明の第１実施の形態としてのカードリーダに内蔵された信号処理装置、搬送
路センサの回路構成、および、電源系統を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における発光ダイオード（ＬＥＤ）の特性を示す図である。
【図４】本発明の第２実施の形態としてのカードリーダに内蔵された信号処理系の１例を
示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるＬＥＤへの電圧の印加に伴う、対応するフォトダイ
オードの検出信号を示す図である。
【図６】図４に図解した本発明の実施の形態のカードリーダにおける、搬送路センサにか
かるコンピュータのＣＰＵの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第３実施の形態としてのカードリーダに内蔵された信号処理系の１例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の情報記録媒体処理装置の実施の形態として、ＡＴＭなどに使用するカードリー
ダを例示して、添付図を参照して述べる。
【００２２】
　第１実施の形態
　図１および図２を参照して、本発明の第１実施の形態について述べる。
　カードリーダの機構部
　図１は、カードリーダの機構部の１例を示す図である。図１（Ａ）はカードリーダの内
部平面図であり、図１（Ｂ）は断面図であり、図１（Ｃ）はゲート口から見たカードリー
ダの正面図である。
　カードリーダ１００は、図１（Ｂ）の中央に破線で図解した搬送路１１０に沿って配設
され、銀行カード２００の搬送位置を検出するために用いる、搬送路センサ１１１～１１
４を有する。搬送路センサ１１１～１１４が本発明の位置検出手段に該当する。
　カードリーダ１００はまた、搬送路１１０に沿って銀行カード２００を搬送するための
ローラ１０３、１０４と、これらのローラを駆動する駆動モータ１０２を有する。ローラ
１０３、１０４が本発明の搬送手段に該当し、駆動モータ１０２が本発明の駆動モータに
該当する。
　カードリーダ１００はさらに、磁気ヘッド１０８、エンコーダ、接点位置確認用センサ
などを有する。
【００２３】
　カードリーダ１００はまた、図２に図解した、信号処理装置５００、搬送路センサ１１
１～１１４を構成するＬＥＤとフォトダイオード（ＰＤ）の回路、他の電子回路５１０、
電源系統を有する。
【００２４】
　挿入口、すなわち、ゲート口１０１からカードリーダ１００内に挿入された銀行カード
２００は、駆動モータ１０２によって駆動されるローラ１０３の回転によって、ストッパ
まで、搬送路１１０を搬送されていく。
　銀行カード２００がカードリーダ１００内の所定の位置に搬送されたことを検出するた
め、搬送路１１０に沿って複数の搬送路センサ１１１～１１４が設けられている。各搬送



(8) JP 5917980 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

路センサは、搬送路１１０を挟んで光学的結合（フォトカップリング）をするように、上
下に対向して配設された、発光素子、たとえば、発光ダイオード（ＬＥＤ）と、受光素子
、たとえば、フォトダイオード（ＰＤ）との対（組）として構成されている。対応するＬ
ＥＤとＰＤとの間に銀行カード２００が位置するとＬＥＤからＰＤへの光が遮光され、対
応するＬＥＤとＰＤとの間に銀行カード２００が存在しないとＬＥＤからＰＤへの光が遮
光されずに受光される。これにより、ＰＤの検出信号をチェックすると、ＬＥＤとＰＤと
の間の光学的結合状態を判断することができ、ひいては、銀行カード２００の有無または
位置を検出することができる。
　搬送路センサ１１１～１１４の回路構成は図２を参照して述べる。
【００２５】
　銀行カード２００がカードリーダ１００の所定の位置に位置決めされると、銀行カード
２００に記録されている磁気データが磁気ヘッド１０８で読み取られ、読み取られたデー
タについて信号処理装置５００において種々の信号処理、たとえば、認証処理などの処理
が行われる。
　上記信号処理装置５００と磁気ヘッド１０８とが、本発明の情報記録媒体に記録・再生
処理を行う記録再生手段に該当している。
【００２６】
　回路構成、電源系統
　図２は、カードリーダに内蔵された信号処理装置５００、搬送路センサの回路、他の電
子回路５１０、および、電源系統を示す図である。
【００２７】
　電源系統は、第１給電線、第１電圧調整回路（ＲＥＧ１）７００、第２給電線、第２電
圧調整回路（ＲＥＧ２）７１０、第３給電線を有する。
　第１電圧調整回路７００が、本発明の第１の電源に相当しており、第２電圧調整回路７
１０が本発明の第２の電源に相当している。
【００２８】
　信号処理装置５００は、演算処理ユニット（ＣＰＵ）５０１およびＡ／Ｄ変換器（ＡＤ
Ｃ）５０２を有する。
　演算処理ユニット（ＣＰＵ）５０１が本発明の制御処理手段、および、上述した記録再
生手段の一部と、に該当する。
【００２９】
　搬送路センサ回路６００は、搬送路センサ１１１～１１４を構成する４個のＬＥＤを直
列接続し、さらに直列に抵抗器Ｒを接続したＬＥＤ直列回路と、並列に設けられた４個の
フォトダイオード（ＰＤ）回路として構成されている。
　このような、定電流型ＬＥＤを直列に接続した回路構成は、駆動用印加電圧が変動した
場合でも対応でき、電流が少なくても済むという利点がある。
　ＬＥＤを４個直列に接続したこの例では、〔（ＬＥＤの順方向の電圧）×４）／Ｒ〕で
規定される電流が流れる。Ｒは直列抵抗器Ｒの抵抗値を示す。
　なお、４個のフォトダイオード（ＰＤ）には、第１電圧調整回路７００から給電され、
４個のフォトダイオード（ＰＤ）の検出信号がそれぞれＡＤＣ５０２に入力されて、それ
ぞれデジタル信号に変換される。
【００３０】
　本実施の形態において、演算処理ユニット（ＣＰＵ）５０１およびＡＤ変換器（ＡＤＣ
）５０２を有する信号処理装置５００と他の電子回路５１０が、本発明の「安定した電圧
を必要とする第１の電子回路」として、本発明の第１の電源としての第１電圧調整回路７
００から給電される。
　他方、搬送路センサ回路６００を構成しているＬＥＤ直列回路が本発明の「上記安定し
た電圧を要求しない第２の電子回路（上記安定した電圧をさほど要求しない第２の電子回
路）」として、本発明の第２の電源としての第２電圧調整回路７１０から給電される。
【００３１】
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　第１電圧調整回路７００は、外部電源の電圧を安定な電圧に調整して、常時、安定に調
整された電圧を第２給電線を経由して、信号処理装置５００の演算処理ユニット（ＣＰＵ
）５０１、ＡＤ変換器（ＡＤＣ）５０２、および、他の電子回路５１０に給電する。ＡＤ
Ｃ変換器５０２の基準電圧は、特に、安定で正確（精確）な電圧が要求されている。
　第１電圧調整回路７００は、たとえば、高周波で動作する高精度のスイッチング電源、
たとえば、許容電圧変動率が±５％以内のＤＣ－ＤＣコンバータである。
　第１電圧調整回路７００は、たとえば、１．８～５Ｖ程度に調整した安定した電圧を上
記回路に供給する。
【００３２】
　電圧変動によって影響を受けにくいという利点を有しているＬＥＤ直列回路には、第２
電圧調整回路７１０から給電する。
　第２電圧調整回路７１０は、第１電圧調整回路７００ほど安定した電圧を出力しないで
もよく、外部電源を調整して、通常、図３に図解した、動作電圧ＶＮの電圧を搬送路セン
サ回路６００のＬＥＤ直列回路に供給可能に設計されている。しかしながら、図３に図解
した下限動作電圧ＶＬと上限動作電圧との範囲内で変動してもよい。
　第２電圧調整回路７１０は、たとえば、低周波で動作する低価格のスイッチング電源、
たとえば、許容電圧変動率が±１０％以内のＤＣ－ＤＣコンバータである。
【００３３】
　図３は、ＬＥＤの動作特性を模式的に図解した図である。横軸はＬＥＤへの印加電圧を
示し、縦軸は電流を示す。このように、ＬＥＤは印加電圧と電流との関係において非線形
特性を有する。各ＬＥＤは、通常、下限動作電圧ＶＬから上限動作電圧ＶＵの範囲にある
通常動作電圧ＶＮで駆動される。
【００３４】
　なお、１個のＬＥＤの順方向電圧は、輝度、発光色によって異なるが、たとえば、１～
３Ｖ程度である。搬送路センサ１１１～１１４を構成する１個のＬＥＤの順方向電圧を、
たとえば、１．５Ｖとすると、４個のＬＥＤ直列回路の順方向の電圧の和は６Ｖとなる。
この電圧が４個のＬＥＤ直列回路の下限動作電圧ＶＬを規定している。４個のＬＥＤ直列
回路の通常動作電圧ＶＮとしては、たとえば、８Ｖとなる。
　第２電圧調整回路７１０は、たとえば、８Ｖの電圧を４個のＬＥＤ直列回路に供給する
。
【００３５】
　このように、第２電圧調整回路７１０として、第１電圧調整回路７００程、安定した電
圧を提供する必要はなく、低周波動作型のＤＣＤＣコンバータを用いることができるので
、価格は安くてすみ、さらに、スイッチング動作によるノイズを電子回路に及ぼす影響も
低減させることができる。
【００３６】
　なお、回路６００内のフォトダイオードは、駆動電圧レベルの観点から、第１電圧調整
回路７００から給電される回路としている。
　また、特許文献１に記載された駆動モータの給電のための給電回路は図示していないが
、特許文献１に記載された給電回路と同等のモータ給電回路を設けることができる。
【００３７】
　信号処理装置５００の動作
　Ａ／Ｄ変換器５０２は、ＣＰＵ５０１の制御のもとで、搬送路センサ１１１～１１４の
フォトダイオード（ＰＤ）から出力されるアナログ形式の検出信号を順次、サンプリング
してデジタル信号の形態に変換する。
【００３８】
　ＣＰＵ５０１は、ＡＤＣ５０２で変換された搬送路センサ１１１～１１４の検出信号の
デジタル信号を入力して、対応するＬＥＤとフォトダイオード（ＰＤ）との光学的結合状
態を判断して、カードリーダ１００に挿入された銀行カード２００の位置を判断する処理
を行う。
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　すなわち、第２電圧調整回路７１０でＬＥＤ直列回路を駆動して各ＬＥＤから発光させ
ている状態において、ＣＰＵ５０１は、搬送路センサ１１１～１１４を構成するあるフォ
トダイオード（ＰＤ）の検出信号の値が所定レベル未満のとき、そのＰＤと対応するＬＥ
Ｄとの間に銀行カード２００が位置しており遮光されていると判断する。他方、ＣＰＵ５
０１は、搬送路センサ１１１～１１４を構成するあるＰＤの検出信号の値が所定レベル以
上のときは、そのＰＤと対応するＬＥＤとの間が銀行カード２００によって遮光されず、
そのＰＤと対応するＬＥＤとの間に銀行カード２００が位置していないと判断する。
　図示しないメモリには搬送路センサ１１１～１１４のカードリーダ１００の搬送路１１
０に沿った位置が記憶されている。
　ＣＰＵ５０１は、複数のフォトダイオード（ＰＤ）の検出信号の結果と、図示しないメ
モリには記憶された搬送路センサ１１１～１１４の位置データを参照して、銀行カード２
００がカードリーダ１００内の搬送路１１０のどの位置に位置しているかを識別すること
ができる。
【００３９】
　ＣＰＵ５０１は、上述したように、銀行カード２００のカードリーダ１００内の位置を
識別しながら、銀行カード２００を搬送路１１０に沿って搬送させるため、駆動モータ１
０２を制御してローラ１０３、１０４の回転を制御する。
【００４０】
　ＣＰＵ５０１は、銀行カード２００が所定の位置に位置しているとき、磁気ヘッド１０
８で検出した銀行カード２００の磁気データを入力して、たとえば、ＡＴＭなどに内蔵さ
れたホストコンピュータと情報交換しながら、認証処理、データ更新などの所望の信号処
理を行う。
　信号処理された銀行カード２００は、ＣＰＵ５０１で制御された駆動モータ１０２の動
作に応じて回転するローラ１０３、１０４により、カードリーダ１００の外部に排出され
る。
【００４１】
　以上のとおり、本発明の第１実施の形態によれば、カードリーダ１００の電源系統を低
価格ですみ、簡素な構成とすることができる。
【００４２】
　以上の例は、「上記安定した電圧を要求しない第２の電子回路」として、搬送路センサ
１１１～１１４の搬送路センサ回路６００を例示して述べたが、ＬＥＤ直列回路に限らず
、たとえば、銀行カード２００のカードリーダ１００内の位置を確認するため、ＬＥＤと
フォトダイオード（ＰＤ）とが構成される接点位置確認用センサなどの回路についても適
用することができる。
【００４３】
　第２実施の形態
　図４～図６を参照して本発明の第２実施の形態について述べる。
　第２実施の形態においてカードリーダの機構部は、図１を参照して例示したものと同様
である。
【００４４】
　図４は、図２に対応する、第２実施の形態のカードリーダ内の信号処理装置、搬送路セ
ンサの回路、電源系統を示す図である。
　図４に図解したカードリーダ１００Ａの回路は、信号処理装置５００Ａと、搬送路セン
サ回路６００と、電圧調整回路７００とを有する。
　信号処理装置５００Ａは、ＣＰＵ５０１Ａと、ＡＤＣ変換器５０２と、不揮発性メモリ
５０３とを有する。
　信号処理装置５００Ａは、演算制御ユニット（ＣＰＵ）５０１Ａ、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤ
Ｃ）５０２、および、後述するパラメータを記憶している不揮発性メモリ５０３を有する
。演算制御ユニット（ＣＰＵ）５０１Ａが本発明の制御処理手段の１例であり、Ａ／Ｄ変
換器５０２が本発明の信号入力手段の１例であり、不揮発性メモリ５０３が本発明の記憶
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手段の１例である。ＣＰＵ５０１ＡおよびＡ／Ｄ変換器５０２の動作は、第１実施の形態
として述べたＣＰＵ５０１およびＡＤ変換器５０２の動作と基本的に同じである。
　以下、搬送路センサ１１１～１１４の処理に関する第２実施の形態について述べる。
　電圧調整回路７００は、図２に図解した第１実施の形態における第１の電圧調整回路（
ＲＥＧ１）７００と同じである。
　第２実施の形態においては、第１実施の形態における第２電圧調整回路７１０は設けら
れていない。
【００４５】
　本実施の形態において、ＣＰＵ５０１Ａ、ＡＤＣ変換器５０２、不揮発性メモリ５０３
を有する信号処理装置５００Ａ、および、他の電子回路５１０が、本発明の「安定した電
圧を必要とする第１の電子回路」に対応し、搬送路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路が
本発明の「上記安定した電圧を要求しない（安定した電圧をさほど要求しない）第２の電
子回路」に対応している。
　第１電圧調整回路７００が、本発明の第１の電源に対応しており、外部電源が本発明の
第２の電源に対応している。
　すなわち、ＬＥＤ直列回路はカードリーダ１００Ａの外部から供給される外部電源によ
り駆動される。外部電源としては、たとえば、カードリーダ１００Ａが搭載されるＡＴＭ
から供給される電圧である。
【００４６】
　搬送路センサ回路６００は、第１実施の形態と同じ、搬送路センサ１１１～１１４を構
成する４個のＬＥＤを直列接続し、さらに直列に抵抗器Ｒを接続した回路である。
　上述したように、定電流型ＬＥＤを直列に接続した回路構成は、駆動用電圧が変動した
場合でも対応できるという利点があるので、第２実施の形態においては、第２電圧調整回
路７１０を設けずに、ＬＥＤ直列回路を外部電源で駆動する。
【００４７】
　外部電源は、通常、図３に図解した通常動作電圧ＶＮをＬＥＤ直列回路に供給する。な
お、外部電源は、下限動作電圧ＶＬから上限動作電圧ＶＵの範囲内に変動するように設計
されている。
　このように構成することにより、図２に図解した第２電圧調整回路７１０を外部電源に
しても、カードリーダ１００Ａは、第１実施の形態と同様、銀行カード２００に関する処
理を行うことができる。
【００４８】
　第２実施の形態の好ましい態様
　カードリーダ１００Ａにおける銀行カード２００の処理を正確に行うため、下記の処理
を行うことが望ましい。
　ＬＥＤ直列回路が電源電圧の変動に強いとしても、図３に図解したように、ＬＥＤの非
線形特性および急峻な特性変化により、電圧の変動に応じてＬＥＤの発光強度は大きく変
動する。したがって、対応するフォトダイオード（ＰＤ）で受光する光の強さも大きく変
動し、検出信号は変動する。したがって、ＰＤの検出信号を固定の閾値で判断すると、正
確な判断ができない可能性がある。
　そこで、下記の処理を行う。
【００４９】
　外部電源の検出回路の追加
　電源系統に、外部電源の電圧を、Ａ／Ｄ変換器５０２で入力可能な電圧に変換する分圧
回路８００を付加する。
　分圧回路８００は、抵抗器Ｒ１と抵抗回路Ｒ２との抵抗分圧により、外部電源の電圧を
、Ａ／Ｄ変換器５０２で入力可能な電圧に変換する抵抗分圧回路である。抵抗回路Ｒ２は
、抵抗器Ｒ２１とＲ２２との並列抵抗値を示す抵抗回路である。
　分圧回路８００における電力損失を小さくするため、好ましくは、抵抗器Ｒ１と抵抗回
路Ｒ２の抵抗値は、ある程度、大きな値にすることが望ましい。
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　Ａ／Ｄ変換器５０２は、第１実施の形態と同様、搬送路センサ回路６００内の複数のフ
ォトダイオード（ＰＤ）の検出信号を入力してデジタル信号に変換する他、分圧回路８０
０の電圧を入力してデジタル信号に変換し、ＣＰＵ５０１Ａにおいて推定外部電源電圧Ｖ
ＰＷＲ－Ｅ’が検出可能となっている。
　ただし、外部電源の電圧が、直接、Ａ／Ｄ変換器５０２に入力可能ならば、分圧回路８
００は不要である。ただし、以下、分圧回路８００を設けた場合について述べる。
【００５０】
　外部電源の電圧をＶＰＷＲ－Ｅとすると、分圧回路８００の出力電圧Ｖ８００は下記式
で規定される。
【００５１】
　Ｖ８００＝ＶＰＷＲ－Ｅ×〔Ｒ２÷（Ｒ１＋Ｒ２）〕　　　　　　　　　　　…（１）
　　　　　　ただし、Ｒ１は、抵抗器Ｒ１の抵抗値を示し、
　　　　　　　　　　Ｒ２は、抵抗回路Ｒ２の抵抗値を示す。
【００５２】
　後述するカードリーダ１００Ａの実動作時に、Ａ／Ｄ変換器５０２で入力してデジタル
信号に変換した電圧Ｖ８００を演算制御ユニット（ＣＰＵ）５０１Ａにおいて外部電源電
圧ＶＰＷＲ－Ｅを推定して、外部電源の電圧を測定することができる。
　すなわち、推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’は、ＣＰＵ５０１Ａにおいて式２により求
めることができる。なお、〔（Ｒ１＋Ｒ２）÷Ｒ２〕は、既知の変換係数として、たとえ
ば、不揮発性メモリ５０３に、事前に、記憶しておく。
【００５３】
　ＶＰＷＲ－Ｅ’＝Ｖ８００×〔（Ｒ１＋Ｒ２）÷Ｒ２〕　　　　　　　　　　…（２）
　
【００５４】
　修正係数の算出回路（製造時または試験調整モード）
　カードリーダ１００Ａには、必要に応じて、試験電源９００を電源系統に組み込む／切
り離すためのスイッチ回路８５０とを設けることができる。
　試験電源９００は、ＬＥＤ直列回路を動作させるため、外部電源と同様、４個直列に接
続したＬＥＤ直列回路の、下限動作電圧ＶＬ、上限動作電圧ＶＵ、通常動作電圧ＶＮをＬ
ＥＤ直列回路に出力可能に構成されている。
　スイッチ回路８５０は、通常は、図示の接点ａの位置にあり、カードリーダの製造時ま
たは試験調整のとき接点ｂを選択することにより、外部電源に代えて、試験電源９００か
ら試験電圧を搬送路センサ回路６００のＬＥＤ回路に印加することを可能とする回路であ
る。同様に、カードリーダ１００Ａの製造時または試験調整時は、手動で、スイッチ回路
８５０の部分で搬送路センサ部６００への給電線を試験電源９００側に、切り換えるなら
ば、スイッチ回路８５０は不要となる。ただし、以下、スイッチ回路８５０を設けた場合
について述べる。
【００５５】
　修正係数の算出
　カードリーダの製造時または試験調整時に、外部電源に代えて、試験電源９００から上
述した、４個直列接続したＬＥＤ直列回路への下限動作電圧ＶＬ、上限動作電圧ＶＵ、通
常動作電圧ＶＮの試験電圧をＬＥＤ直列回路に印加して下記のパラメータを求める。
　なお、この処理は、オフラインの処理であるから、カードリーダ１００Ａ内の演算制御
ユニット５０１Ａ、Ａ／Ｄ変換器５０２を用いずに、代替の装置を用いて上述した方法で
上記パラメータを求めて不揮発性メモリ５０３に記憶させることもできる。
【００５６】
　試験電圧印加
　ａ．下限動作電圧ＶＬ印加試験
　試験電源９００から、図５に図解したように、ＬＥＤ直列回路の下限動作電圧ＶＬを搬
送路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路に印加する。
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　図５は、図３に図解した特性図に対応する図であり、各ＬＥＤへの電圧の印加に伴う、
対応する各フォトダイオードの検出信号を示す図である。
　ＣＰＵ５０１Ａは、そのときの各フォトダイオードの検出信号をＡ／Ｄ変換器５０２に
おいてデジタル信号に変換した値を、各ＬＥＤにその下限動作電圧ＶＬが印加されたとき
の対応する各フォトダイオードの検出値ＰＤＶＬ（ｎ）として、不揮発性メモリ５０３に
記憶する。ｎはフォトダイオードの番号を示す。
【００５７】
　ｂ．上限動作電圧ＶＵ印加試験
　試験電源９００から、図５に図解したように、ＬＥＤ直列回路の上限動作電圧ＶＵを搬
送路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路に印加する。ＣＰＵ５０１Ａは、そのときの各フ
ォトダイオードの検出信号をＡ／Ｄ変換器５０２を介して入力して、デジタル信号に変換
した値を、各ＬＥＤに上限動作電圧ＶＵが印加されたときの対応する各フォトダイオード
の検出値をＰＤＶＵ（ｎ）として不揮発性メモリ５０３に記憶する。
【００５８】
　ｃ．通常動作電圧ＶＮ印加試験
　試験電源９００から、図５に図解したように、ＬＥＤ直列回路の通常動作電圧ＶＮを搬
送路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路に印加する。ＣＰＵ５０１Ａは、そのときの各フ
ォトダイオードの検出信号をＡ／Ｄ変換器５０２においてデジタル信号に変換した値を、
各ＬＥＤに通常動作電圧ＶＮが印加されたときの対応する各フォトダイオードの検出値を
ＰＤＶＮ（ｎ）として、不揮発性メモリ５０３に記憶する。
【００５９】
　以上の処理によって、下限動作電圧ＶＬ、通常動作電圧ＶＮ、上限動作電圧ＶＵをそれ
ぞれ印加したときの、各フォトダイオードの検出値ＰＤＶＬ、ＰＤＶＮ、ＰＤＶＵが測定
されて、不揮発性メモリ５０３に記憶された。
　これらの測定値は、次に述べる修正係数の算出およびフォトダイオードの検出信号の修
正に使用する。
【００６０】
　修正係数の演算
　（１）ＣＰＵ５０１Ａは、下記式（３）に基づいて下限動作電圧～通常動作電圧領域に
おける第１の修正係数α１を求めて、不揮発性メモリ５０３に記憶する。
【００６１】
　　α１＝〔ＰＤＶＮ（ｎ）－ＰＤＶＬ（ｎ）〕÷（ＶＮ－ＶＬ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（３）
　　　　　ただし、ＰＤＶＮ（ｎ）は、ＬＥＤ回路に通常動作電圧ＶＮを印加したときの
各フォトダイオードの検出値であり、
　　　　　　　　　ＰＤＶＬ（ｎ）は、ＬＥＤ回路に下限動作電圧ＶＬを印加したときの
フォトダイオードの検出値であり、
　　　　　　　　　ＶＮは通常動作電圧であり、
　　　　　　　　　ＶＬは下限動作電圧である。
【００６２】
　（２）ＣＰＵ５０１Ａは、下記式（４）に基づいて通常動作電圧～上限動作電圧領域に
おける第２の修正係数α２を求めて不揮発性メモリ５０３に記憶する。
【００６３】
　　α２＝〔ＰＤＶＵ（ｎ）－ＰＤＶＮ（ｎ）〕÷（ＶＵ－ＶＮ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
　　　　　ただし、ＰＤＶＵ（ｎ）は、ＬＥＤ回路に上限動作電圧ＶＵを印加したときの
フォトダイオードの検出値ＰＤＶＵ（ｎ）であり、
  　　　　        ＰＤＶＮは、ＬＥＤ回路に通常動作電圧ＶＮを印加したときのフォト
ダイオードの検出値であり、
        　        ＶＵは上限動作電圧であり、
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          　      ＶＮは通常動作電圧である。
【００６４】
　以上により、ＬＥＤ直列回路に印加される外部電源の電圧が、下限動作電圧ＶＬ～通常
動作電圧ＶＮ、通常動作電圧ＶＮ～上限動作電圧ＶＵの範囲で変化したときの、ＬＥＤの
発光状態が変化したことに伴うフォトダイオードの検出信号の修正係数α１、α２が不揮
発性メモリ５０３に記憶された。
【００６５】
　以上の初期設定処理を終了したら、スイッチ回路８５０の接点をａ側にして、通常動作
状態とする。これ以降、ＣＰＵ５０１Ａは通常動作に移行する。
【００６６】
　フォトダイオード検出信号の信号処理
　図６はカードリーダのＣＰＵ５０１Ａの搬送路センサ１１１～１１４の検出信号に係る
信号処理フローチャートを示す。
　以下、図６を参照してＣＰＵ５０１Ａの処理を述べる。
【００６７】
　ステップ１（Ｓ１）
　搬送路センサ回路６００を構成するＬＥＤ直列回路に外部電源の電圧を印加して、ＬＥ
Ｄ直列回路の各ＬＥＤを点灯（発光）させているとき、ＣＰＵ５０１Ａは、Ａ／Ｄ変換器
５０２を介して分圧回路８００の出力電圧Ｖ８００を入力する。
　ＣＰＵ５０１Ａは、式２を適用して推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’を算出する。
【００６８】
　ステップ２（Ｓ２）
　ＣＰＵ５０１Ａは、推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’が、ＬＥＤ直列回路の下限動作電
圧ＶL 以上で、かつ、ＬＥＤ直列回路の上限動作電圧ＶＵ以下であることを判断する。
【００６９】
　ステップ３（Ｓ３）
　推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’が上記範囲になければ、外部電源が異常であり、搬送
路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路が正常に動作することが保証されない。この場合、
ＣＰＵ５０１Ａは、たとえば、警報を出力する。
【００７０】
　推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’が下限動作電圧ＶＬ以上で上限動作電圧ＶＵ未満の範
囲にあり、ＬＥＤ直列回路が正常に動作可能な範囲のときは、ＣＰＵ５０１Ａは下記の処
理を行う。
【００７１】
　推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’が下限動作電圧ＶＬの近傍、または、通常動作電圧Ｖ
Ｎの近傍、または、上限動作電圧ＶＵの近傍の場合は、ＣＰＵ５０１Ａは上記修正係数を
使用せず、それぞれ、下記の判断処理を行う。
　なお、下限動作電圧ＶＬの近傍とは、下限動作電圧ＶＬの、たとえば、５％の範囲を言
う。上限動作電圧ＶＵ、通常動作電圧ＶＮも同様である。
【００７２】
　ステップ４～５（Ｓ４～Ｓ５）、下限動作電圧ＶＬ近傍のとき
　（１）ＰＤｉ≧（ＰＤＶＬ×ＴＨ１Ｌ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは、搬送路センサを構
成する対応するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常である、すなわち、ＬＥＤとＰＤ
との間に銀行カード２００が存在しないと判断する。
　（２）ＰＤｉ＜（ＰＤＶＬ×ＴＨ２Ｌ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは、搬送路センサを構
成する対応するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常でない、すなわち、ＬＥＤとＰＤ
との間に銀行カード２００が存在すると判断する。
【００７３】
　なお、ＰＤｉは測定したフォトダイオードの現在の検出電圧を示し、ＰＤＶＬはＬＥＤ
に下限動作電圧ＶＬを印加したときのフォトダイオードの検出値である。
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　図５に図解したように、ＴＨ１Ｌは第１の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに下限動作電
圧ＶＬが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＬの６０％である。ＴＨ２
Ｌは第２の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに下限動作電圧ＶＬが印加されたときのフォト
ダイオードの検出信号ＰＤＶＬの４０％である。
【００７４】
　本実施の形態においては、第１の閾値ＴＨ１Ｌと第２の閾値ＴＨ２Ｌを、ＬＥＤに下限
動作電圧ＶＬが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＬに対して、相対的
な６０％、４０％としているので、ＬＥＤに印加される電圧に対応した判断処理が可能と
なる。
【００７５】
　本実施の形態は、特に、第１の閾値ＴＨ１Ｌと第２の閾値ＴＨ２Ｌとを異ならせている
。その理由は、フォトダイオード（ＰＤ）の検出信号が１つの閾値の境界で変動した場合
に、その判断が頻繁に閾値より大きく判断されたり閾値より低く判断されたりして、判断
結果が頻繁に変動することを防止するため、いわゆる「ヒステリシス効果」を持たせたた
めである。
　この「ヒステリシス効果」を適用することにより、判断結果が安定する。
【００７６】
　上述した閾値については、他の閾値についても、同様である。
【００７７】
　ステップ８～９（Ｓ８～Ｓ９）、通常動作電圧ＶＮ近傍のとき
　（１）ＰＤｉ≧（ＰＤＶＮ×ＴＨ１Ｎ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送路センサを構成
するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常である、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀
行カード２００が存在しないと判断する。
　（２）ＰＤｉ＜（ＰＤＶＮ×ＴＨ２Ｎ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送路センサを構成
するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常でない、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間の銀
行カード２００が存在すると判断する。
【００７８】
　なお、ＰＤｉは測定したフォトダイオードの現在の検出電圧を示し、ＰＤＶＮはＬＥＤ
に通常動作電圧ＶＮを印加したときのフォトダイオードの検出値である。
　ＴＨ１Ｎは、図５に図解した第１の閾値であり、たとえば、たとえば、ＬＥＤに通常動
作電圧ＶＮが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＮの６０％である。他
方、ＴＨ２Ｌは、図５に図解した第２の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに通常動作電圧Ｖ
Ｎが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＮの４０％である。
【００７９】
　ステップ１３（Ｓ１３）、上限動作電圧ＶＵ近傍のとき
　（１）ＰＤｉ≧（ＰＤＶＵ×ＴＨ１Ｕ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送路センサを構成
するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常である、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀
行カード２００が存在しないと判断する。
　（２）ＰＤｉ＜（ＰＤＶＵ×ＴＨ２Ｕ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送路センサを構成
するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合が正常でない、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀
行カード２００が存在すると判断する。
【００８０】
　なお、ＰＤｉは測定したフォトダイオードの現在の検出電圧を示し、ＰＤＶＵはＬＥＤ
に上限動作電圧ＶＵを印加したときのフォトダイオードの検出値である。
　ＴＨ１Ｕは第１の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに上限動作電圧ＶＵが印加されたとき
のフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＵの６０％である。ＴＨ２Ｕは第２の閾値であり、
たとえば、ＬＥＤに上限動作電圧ＶＵが印加されたときのフォトダイオードの検出信号Ｐ
ＤＶＵの４０％である。
【００８１】
　推定外部電源電圧ＶＰＷＲ－Ｅ’が、下限動作電圧ＶＬ～通常動作電圧ＶＮの範囲、ま
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たは、通常動作電圧ＶＮ～上限動作電圧ＶＵの範囲の場合は、修正係数を用いた修正（補
正）を行う。
【００８２】
　ステップ６～７（Ｓ６～Ｓ７）、下限動作電圧ＶＬ～通常動作電圧ＶＮの範囲のとき
　（ａ）ＣＰＵ５０１Ａは下記の修正処理を行う。
　　　Ａ＝（ＶＰＷＲ－Ｅ’－ＶＬ）×α１＋ＰＤＶＬ
　　　　　　ただし、ＶＰＷＲ－Ｅ’は推定外部電源電圧であり、
　　　　　　　　　　ＶＬは、下限動作電圧であり、
　　　　　　　　　　α１は、不揮発性メモリ５０３に記憶している第１の修正係数であ
り、
　　　　　　　　　　ＰＤＶＬは、ＬＥＤに下限動作電圧ＶＬを印加したときのフォトダ
イオードの検出値である。
【００８３】
　（ｂ）判定処理
　    ＰＤｉ≧（Ａ×ＴＨ１ＬＵ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送センサを構成するＬＥ
ＤとＰＤとの間の光学的結合が正常である、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀行カード
２００が存在しないと判定する。
      ＰＤｉ＜（Ａ×ＴＨ２ＬＵ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送センサを構成するＬＥ
ＤとＰＤとの間の光学的結合が正常でない、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀行カード
２００が存在すると判定する。
【００８４】
　ＴＨ１ＬＵは、図５に図解した第１の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに下限動作電圧Ｖ
Ｌが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＬの６０％である。ＴＨ２ＬＵ
は第２の閾値であり、たとえば、ＬＥＤに下限動作電圧ＶＬが印加されたときのフォトダ
イオードの検出信号ＰＤＶＬの４０％である。
【００８５】
　ステップ１１～１２（Ｓ１１～Ｓ１２）、通常動作電圧ＶＮ～上限動作電圧ＶＵの範囲
のとき
　（ａ）ＣＰＵ５０１Ａは下記の修正処理を行う。
　　　　Ｂ＝（ＶＰＷＲ－Ｅ’－ＶＮ）×α２＋ＤＶＮ
　　　　　　ただし、ＶＰＷＲ－Ｅ’は推定外部電源電圧であり、
　　　　　　　　　　ＶＮは、通常動作電圧あり、
　　　　　　　　　　α２は、不揮発性メモリ５０３に記憶している第２の修正係数であ
り、
　　　　　　　　　　ＰＤＶＮは、ＬＥＤに通常動作電圧ＶＮを印加したときのフォトダ
イオードの検出値である。
　（ｂ）判定処理
　    ＰＤｉ≧（Ｂ×ＴＨ１ＬＵ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送センサを構成するＬＥ
ＤとＰＤとの間の光学的結合が正常である、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀行カード
２００が存在しないと判定する。
      ＰＤｉ＜（Ｂ×ＴＨ２ＬＵ）のとき、ＣＰＵ５０１Ａは搬送センサを構成するＬＥ
ＤとＰＤとの間の光学的結合が正常でない、すなわち、ＬＥＤとＰＤとの間に銀行カード
２００が存在すると判定する。
【００８６】
　上述したＣＰＵ５０１Ａの処理によれば、ＬＥＤ直列回路に印加する外部電源の電圧が
変動しても、外部電源からＬＥＤ直列回路にＬＥＤ直列回路の下限動作電圧ＶＬ～上限動
作電圧ＶＵ内の電圧が印加されていれば、ＣＰＵ５０１Ａは、フォトダイオードの検出信
号を適切に修正することにより、その信号レベルに応じた判断をして、正常に搬送センサ
を構成するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結合状態を判断することができる。
【００８７】
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　このように、仮に外部電源の電圧が変動したとしても、ＣＰＵ５０１Ａにおいて、外部
電源の電圧に応じた上述した処理を行って、搬送路センサ１１１～１１４を構成する各Ｌ
ＥＤと対応するフォトダイオードとの間の光学的結合状態を正しく、かつ、柔軟に判断す
ることができる。その結果、搬送路センサ１１１～１１４の光学的結合状態と、たとえば
、不揮発性メモリ５０３に記憶させた搬送路センサ１１１～１１４の位置データとを用い
て、銀行カード２００の搬送位置を正確に識別することが可能となる。
【００８８】
　また、たとえば、第１の閾値ＴＨ１Ｌと第２の閾値ＴＨ２Ｌを、ＬＥＤに下限動作電圧
ＶＬが印加されたときのフォトダイオードの検出信号ＰＤＶＬに対して、相対的な６０％
、４０％としているので、ＬＥＤに印加される電圧に対応した判断処理が可能となる。
　さらに、第１の閾値ＴＨ１Ｌと第２の閾値ＴＨ２Ｌとを異ならせてヒステリシス効果を
持たせたため、判断結果が頻繁に変動することを防止することができる。
　他の閾値についても同様である。
【００８９】
　第１の変形例
　上記第２実施の形態は、下限動作電圧ＶＬ～上限動作電圧ＶＵの範囲を、通常動作電圧
ＶＮを境にして２つの領域に分けて、第１の修正係数と第２の修正係数を求め、その修正
係数を用いてフォトダイオードの検出信号を修正し、判断処理をした場合について述べた
。
　本実施の形態における、より簡易な方法としては、下限動作電圧ＶＬ～上限動作電圧Ｖ
Ｕの範囲を１つの修正係数αを用いて、フォトダイオードの検出信号を修正し、その信号
レベルに応じた判断をして、正常に搬送センサを構成するＬＥＤとＰＤとの間の光学的結
合状態を判断することができる。
【００９０】
　第２の変形例
　上記第１の変形例は、簡易な方法を述べたが、逆に、本実施の形態において、下限動作
電圧ＶＬ～上限動作電圧ＶＵの範囲を複数の領域に分割して、それぞれの領域における、
それぞれの修正係数αを用いて、ＣＰＵ５０１Ａにおいてフォトダイオードの検出信号を
修正し、その信号レベルに応じた判断をして、正常に搬送センサを構成するＬＥＤとＰＤ
との間の光学的結合状態を判断することができる。
【００９１】
　第３実施の形態
　図７を参照して本発明の第３実施の形態を述べる。
　図７に図解した回路は、外部電源から搬送路センサ回路６００内のＬＥＤ直列回路への
給電経路に、分圧回路８００の他に、第２の分圧回路８１０を設けている。
　カードリーダは、それ自体単体で利用されることもあるし、ＡＴＭなどより大型の信号
処理装置の一部に組み込まれて利用されることもある。そのような場合、提供される外部
電源の電圧が搬送センサを構成するＬＥＤの駆動電圧に適合しているとは限らない。また
、ＬＥＤ直列回路を構成するＬＥＤの個数によっても、搬送路センサ回路６００内のＬＥ
Ｄを駆動する電圧は変化する。
　そのような場合に適合させるため、第３実施の形態のカードリーダ１００Ｂにおいては
、回路構成が簡単で、消費電力も少ない、第２の分圧回路８１０を設けて、外部電源の電
圧を第２の分圧回路８１０で電圧を降下して搬送路センサ回路６００のＬＥＤ直列回路に
給電する。
【００９２】
　第２の分圧回路８１０は、分圧回路８００と同様、抵抗器Ｒａ、Ｒｂの直列回路を構成
して、その接続点から、ＬＥＤ直列回路への所望の給電電圧を出力可能としている。
　ＬＥＤ直列回路に流す電流容量を確保しつつ、抵抗器Ｒａ、Ｒｂを大きくとることによ
り、消費電力は低くなる。また、発熱も少ない。さらに、簡単な回路構成であるから、安
価である。
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【００９３】
　なお、たとえば、抵抗器Ｒａ、Ｒｂのいずれかを、可変抵抗器にして、ＬＥＤ直列回路
への給電電圧を調整可能とすることができる。
【００９４】
　本発明の実施の形態に際しては、上述した実施の形態には限らず、種々の変形態様をと
ることができる。たとえば、「上記安定した電圧を要求しない第２の電子回路（安定して
電圧をさほど要求しない第２の電子回路）」としては、搬送路センサ１１１～１１４のＬ
ＥＤ直列回路に限らず、接点位置確認用センサなどを、他の電子回路を含めることができ
る。
【００９５】
　また、本発明は、カードリーダを例示して述べた情報記録媒体処理装置への適用が限定
されるわけではなく、上述した本発明の実施の形態から当業者が容易に想到できる技術思
想を適用することにより、その他の用途、たとえば、銀行通帳、または、航空券や切符等
の一般にチケットと呼ばれる情報記録媒体を処理する情報記録媒体処理装置であってもよ
い。
【００９６】
　さらに、本発明は、上述した本発明の実施の形態から当業者が容易に想到できる技術思
想を適用することにより、発光ダイオードなどの半導体発光素子と受光素子とを光学結合
して使用する種々の電子機器にも適用することができる。
【符号の説明】
【００９７】
　１００、１００Ａ、１００Ｂ…カードリーダ、５００…信号処理装置、５０１、５０１
Ａ…演算処理ユニット、５０２…Ａ／Ｄ変換器、５０３…不揮発性メモリ、６００…搬送
路センサ回路、７００…第１の電圧調整回路、７１０…第２の電圧調整回路、８００…分
圧回路、８１０…第２の分圧回路、８５０…スイッチ回路、９００…試験電源。
【図１】 【図２】
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